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働き方改革の概要

鹿児島県医療勤務環境改善支援センター
医業経営アドバイザー　渡辺　一郎

　「働き方改革コーナー」の記事を、鹿児島
県医療勤務環境改善支援センターのアドバ
イザーが担当することとなりましたので、
よろしくお願いいたします。今回は働き方
改革の概要、特に医師の働き方改革関連情
報を中心に述べさせていただき、労働基準
法上の取り扱いなどの各論につきましては
次号以降で解説いたします。

1.そもそもなぜ働き方改革をするのか

　これからの日本は、2025年には団塊の
世代が75歳以上となり少子高齢化、生産
性年齢人口の減少という働き手が少ない
社会が到来し、働き手の獲得競争が厳し
い社会となります。また、働く方々が、
個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方
を求めています。事業を継続するには女
性、高齢者等の活躍が必要であり、正規
職員の長時間かつ硬直的な労働時間の見
直しや非正規職員の低賃金と不安定な雇
用環境を是正して、人材の定着、長く勤
められる環境を整備するとともに、業務
効率化などの生産性を向上させるために
勤務環境改善を図るなどの働き方改革が
求められているからです。
2.そもそも働き方改革関連法案とは

　一億総活躍社会の実現に向けて2018
年6月29日働き方改革関連法案が成立し
ました。働き方改革関連法案とは、長時
間労働の見直しや多様な働き方の実現を
目指す、8つの労働法改正案の総称であ

り、2019年4月1日から順次、施行されて
います。
3.これからの時代に求められる「働き方」

〇�少ない労働力でもパフォーマンスを発
揮する働き方への転換をめざしましょ
う。

・�多職種の連携・協働の視点、チーム医
療の推進、タスクシフト、タスクシェ
ア

〇�人を惹きつける職場づくりを目指しま
しょう。

・�職場の雰囲気、文化、風土、院内保育
などが鍵

　これらの推進には、医療勤務環境改善マ
ネジメントシステムの導入が効果的です。
　人口構造の変化は急速に進みますの
で、「働き方改革」という追い風に乗っ
て、医療界を働く人を惹きつけるホワイ
ト職場にしましょう。医療を未来につな
げるためにも、魅力ある職場づくり（=
働き方改革）を推進しましょう。
4.働き方改革を推進するには何が必要か

　院長のリーダーシップが必要です。病
院全体を変革するためには、トップの決
断のもとに職員一丸となって取り組むこ
とが重要です。
5.医療機関の規模別の適用関係（図1）

　医師を含めたすべての職員に適用され
ます。ただし、医師については時間外の
上限規制が適用されるのは2024年4月か
らとなります。
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6.働き方改革関連法に違反した場合の

罰則について

　働き方改革関連法をしっかりと守らな
いと罰則の対象となるものがありますの
で、ご確認ください。
①�時間外労働の上限規制に違反して残業
させた場合
6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰
金
②�年5日の有給休暇を取得させなかった
場合

　30万円以下の罰金
③�労働者の請求する時季に所定の有給休
暇を与えなかった場合
6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰
金

7.検討中の会議について

　2019年12月現在進行中の医師の働き方
改革に対応した会議には、次のようなも

のがあります。
①�医師の働き方改革の推進に関する検討
会

②�医師の働き方改革を進めるためのタス
ク・シフト/シェアの推進に関する検
討会

③�医師等医療機関職員の働き方改革推進
本部

④�労働政策審議会労働条件分科会
　①②につきましては、12月でとりまと
めを行う予定でしたが、継続審議となっ
ております。③は橋本岳厚生労働副大臣
が本部長を務め、稲津久厚生労働副大臣、
自見はなこ厚生労働大臣政務官、医政局
長、労働基準局長、保険局長が中心とな
り組織運営されますので、おそらく2024
年4月1日の医師の時間外労働時間上限の
法制化、および2036年度の具体化まで続
くと思われます。

図１
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　④では副業・兼業における労働時間通
算の規定について議論されています。い
わゆる大学病院からの派遣医師等の非常
勤医師の労働時間管理の仕方についてで
す。時間外労働の上限規制や割増賃金の
支払いについて労働時間を通算しなくて
はなりませんが、具体的な管理方法を今
後検討していくことになっています。
8.厚労省からの注目すべき通知文

①�2019年7月1日付けで「医師看護師等の
宿日直許可基準」及び「医師の研鑽に係
る労働時間に関する考え方」について
局長通知が発出されました。具体的な

説明は2020年1月16日に県医師会館に
於いて、労働局から説明がなされたと
ころです。

②�応招義務の法的位置づけが通知されま
した。

　厚生労働省は2019年12月25日付けで
「応招義務をはじめとした診察治療の求
めに対する適切な対応の在り方等につい
て」を通知しました。医師の働き方改革
の議論が進むなか、法的性質をあらため
て整理し明確化されました。通知では、
基本的な考え方として、①診療の求めに
対する医師個人の義務（応招義務）と医療

図2
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機関の責務、②労使協定・労働契約の範
囲を超えた診療指示等について、③診療
の求めに応じないことが正当化される場
合の考え方の3点が示されています。
9.医師の働き方改革で何をすればよいのか

　医療勤務環境改善マネジメントシステ
ム導入の手引きをご参照ください（図2）。
10.診療報酬上での支援について

　2020年度診療報酬改定の基本方針は「医
療従事者の負担軽減、医師等の働き方改
革の推進」を重点課題に位置付けられまし
た。
11.税制上での支援について

　2019年度税制改正により「医師等の労
働時間短縮に資する機器等の特別償却制
度」がスタートしています。30万円以上
の電子カルテ、CT、医師の勤務時間の
効率化に資すると考えられる医療機器、
設備の購入や勤怠管理ソフトの導入など
が、15%の特別償却が受けられます。詳
しくは税理士または鹿児島県医療勤務環
境改善支援センターにお問い合わせくだ
さい。
12.アンケート調査にはご協力ください

　厚労省から様々なアンケート調査の依
頼があると思います。
　アンケート調査はすべての病院におい
て、医師の適切な労務管理がなされるこ
とを目指すとともに、県が地域医療確保
暫定特例水準に該当する医療機関等を把
握し、今後の地域医療提供体制の見直し
や、医師の偏在対策に役立てることを期
待するものです。また、アンケート結果

につきましては、医療勤務環境改善支援
センターと情報を共有しており、助言、
相談対応などで自律的な労務管理が実施
できるように医療機関を支援する仕組み
になっています。
　今年度に医師の働き方改革に関する検
討会がとりまとめた「医師の労働時間短
縮に向けた緊急的な取組」に基づき実施
されました「病院に勤務する医師の労務
管理に関するアンケート調査」の結果は
下記のようになっています。
　鹿児島県内アンケート送付先243医療
機関、回答があった件数107件、宿日直
の申請をしていないと回答66件、36協定
を届け出ているが医師を対象としていな
いと回答20件、36協定を締結しておらず
届け出ていないと回答2件でした。
　上記の医療機関へは、医療勤務環境改
善支援センターより順次、訪問等での助
言を実施しています。

　最後に、医師の働き方改革は一医療機
関だけで達成することは難しいため、国、
都道府県の行政、国民の医療のかかり方
など、一致団結してやらねばならない課
題です。まずは自院の勤務環境改善の取
り組みを継続していただければと思いま
す。紙面の都合で断片的な内容になりま
したことご容赦ください。鹿児島県医療
勤務環境課改善支援センターでは、無料
で相談対応しておりますので、ぜひご利
用いただければ幸いです。


